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広広広広    告告告告    掲掲掲掲    載載載載    取取取取    扱扱扱扱    要要要要    領領領領    

京都市動物園動物舎等への広告設置について，次のとおり実施することとし，広告物を設置す

る事業者等を募集します。 

広
告
媒
体 

施設の名称 京都市動物園 

施設の所在地 京都市左京区岡崎法勝寺町 

開園日，休園日 
月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）， 
年末年始（１２月２８日～１月１日） 
１月２日又は３日が月曜日の場合，１月４日は休園日 

開園時間 
３月～１１月 午前９時～午後５時 
１２月～２月 午前９時～午後４時３０分 

年間利用者数 ７１１，６８８人（平成２２年度実績） 

広
告
の
規
格 

広告設置位置 
○類人猿舎（チンパンジー・ゴリラ・オランウータン） 
○ゾウ舎 
※別紙参照（詳細な広告掲載位置は別途調整）。 

広告の大きさ 
１枠につき縦１．０ｍ程度×横２．０ｍ程度 
（別途調整） 

枠数 ４枠（類人猿舎３枠，ゾウ舎１枠） 

その他の仕様 特になし 

掲
載
条
件 

広告料金（税込み） 

月額４５，０００円／枠 
※ 年間掲載のお申込みをいただいた場合は， 

年額５００，０００円／枠とさせていただきます。 
ただし，類人猿舎（ゴリラ）は，設置期間の都合上， 

年額４７９，４５３円／枠とさせていただきます。 
※ 上記広告料金には行政財産の目的外使用料を含みます。 

広告設置期間 

① 類人猿舎（チンパンジー・オランウータン）及び 
ゾウ舎 
平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日 

② 類人猿舎（ゴリラ） 
平成２４年４月１６日～平成２５年３月３１日 
※上記期間中，任意の期間を指定できます。 

広告物の作成主体 
広告物及び広告看板は，広告設置者において作成していた

だきます。 

広告物の設置主体 
広告物及び広告看板は，広告設置者において設置していた

だきます。（設置方法等は別途調整） 

広告物の設置方法 
動物舎壁面又は動物舎前に広告物を設置 
（別途調整） 

広告物の設置期限 
広告設置開始日の前日までに設置していただきます。（別

途調整） 



掲
載
の
基
準 

関係規定 
（必ずお読みください） 

京都市広告事業実施要綱 
京都市広告掲載基準 

広告媒体の目的，性質等に応
じ定める個別の広告掲載基準 

ペットショップ，葬儀・墓地・墓石関連事業者（動物関連
も含む）の広告は掲載できません。 

申
込
手
続
等 

申込資格 
契約の相手方は，広告代理店又は広告主とします。 
その他の申込資格の詳細は，京都市広告事業のホームペー

ジで御確認ください。 

申込方法 

所定の広告掲載申込書に必要事項を記載のうえ，以下の申
込先に御提出ください。 

なお，京都市競争入札参加資格のない方については，原則
として必要書類の御提出をお願いすることになります。詳細
は京都市広告事業のホームページで御確認のうえ，申込書と
併せて御提出ください。 

申込期間 

平成２４年３月１３日（火）以降，随時受け付けます。 
（全枠の掲載広告が決まりましたら，受付を終了させてい

ただきます。） 
書類の受付は，午前９時から午後５時まで行います。 

広告設置者の決定方法 
京都市広告事業実施要綱等の関係規程に基づき審査を行

ったうえ，先着順で決定します。 

そ
の
他 

その他の留意事項 

・ 広告の掲載に当たっては，関係規定，関係法令等を遵守
してください。 

・ 広告設置者とは，別途，広告掲載契約を締結します。 
広告掲載に関する契約条件については京都市広告事業

のホームページを参照してください。 
・ 広告設置者には，別途，行政財産の目的外使用許可申請

（京都市動物園使用許可申請）を行っていただきます。 
・ 広告掲載までに広告原稿案の事前審査が必要となりま

す。本市の承認後の広告設置となりますので，原稿案は余
裕を持って御提出ください。 

・ 京都市動物園になじまない広告物は，お断りする場合が
あります。 

・ 契約期間中に広告設置者側の都合により，広告を掲載し
ない期間が発生した場合でも，期間中の広告掲載料は返還
いたしません。 

お申込み・お問い合わせ先 

京都市動物園総務課（担当：梅澤） 
〒６０６－８３３３ 京都市左京区岡崎法勝寺町 
電話番号  ０７５－７７１－０２１０ 

ＦＡＸ番号 ０７５－７５２－１９７４ 

 


